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-------------------------------------------------------------------------------------- 

通常国会に提出された 

「労働基準法改正案」のポイント 

 

◆ついに法案提出！ 

労働基準法等の一部を改正する法律案（労

働基準法改正案）が、4 月 3 日に通常国会に提

出されました。 

法案の内容は企業の労務管理にとって非常

に影響が大きいものであり、4月下旬に審議入り

となる見通しですが、今国会で成立するかは不

透明な状況だとも言われています。 

 

◆改正案のポイント 

（１）中小企業における月 60 時間超の時間外労

働に対する割増賃金の見直し 

月 60 時間を超える時間外労働に係る割増

賃金率（50%以上）について、中小企業への

猶予措置が廃止されます。 

（２）著しい長時間労働に対する助言指導を強化

するための規定の新設 

時間外労働に係る助言指導にあたり、「労

働者の健康が確保されるよう特に配慮しなけ

ればならない」旨が明確にされます。 

（３）一定日数の年次有給休暇の確実な取得 

会社は、10 日以上の年次有給休暇が付与

される従業員に対し、5 日について、毎年、時

季を指定して与えなければならないこととされ

ます（労働者の時季指定や計画的付与により

取得された年次有給休暇の日数分について

は指定の必要はありません）。 

（４）企業単位での労働時間等の設定改善に係

る労使の取組促進 

企業単位での労働時間等の設定改善に係

る労使の取組みを促進するため、企業全体を

通じて一の労働時間等設定改善企業委員会

の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与

等に係る労使協定に代えることができることと

されます。 

（５）フレックスタイム制の見直し 

フレックスタイム制の清算期間の上限が「1

カ月」から「3 カ月」に延長されます。 

（６）企画業務型裁量労働制の見直し 

企画業務型裁量労働制の対象業務に「課

題解決型提案営業」と「裁量的に PDCA を回

す業務」が追加されるとともに、対象者の健康

確保措置の充実や手続きの簡素化等の見直

しが行われます。 

（７）特定高度専門業務・成果型労働制（高度プ

ロフェッショナル制度）の創設 

職務の範囲が明確で一定の年収（少なくと

も 1,000 万円以上）を有する労働者が、高度

の専門的知識を必要とする等の業務に従事

する場合に、健康確保措置等を講じること、

本人の同意や委員会の決議等を要件として、

労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定

が適用除外とされます。 

また、制度の対象者について、在社時間等

が一定時間を超える場合には、会社は、その

者に必ず医師による面接指導を受けさせなけ

ればならないことされます。 
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◆施行日は？ 

法案が成立した場合の施行期日は平成 28年

4月 1日ですが、上記（１）については平成 31年

4 月 1日とされています。 

 

 

「障害者」に関する指針が公表！ 

押さえておくべきポイントは？ 

 

◆すべての事業主が対象に！ 

改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対

する差別の禁止に関する規定に定める事項に

関し、事業主が適切に対処するための指針」（障

害者差別禁止指針）と、「雇用の分野における

障害者と障害者でない者との均等な機会若しく

は待遇の確保又は障害者である労働者の有す

る能力の有効な発揮の支障となっている事情を

改善するために事業主が講ずべき措置に関す

る指針」（合理的配慮指針）が、3月 25日に厚生

労働省より公表されました。 

 

◆「障害者差別禁止指針」のポイント 

この指針では、 すべての事業主を対象に、募

集・採用、賃金、配置、昇進・昇格、教育訓練等の

項目に関して、障害者であることを理由とする差

別を禁止すること等を定めています。 

例えば、募集・採用にあたって、障害者である

ことを理由として、採用の対象から排除すること、

障害者に対してのみ不利な条件を付すこと、採

用基準を満たす人の中から障害者でない人を優

先して採用すること等は禁止されます。 

ただし、積極的差別是正措置として障害者を

有利に取り扱うこと、合理的配慮を提供し、労働

能力等を適正に評価した結果、異なる扱いを行

うこと等は、差別には該当しません。 

 

◆「合理的配慮指針」のポイント 

この指針では、すべての事業主を対象に、募集

や採用時には障害者が応募しやすいような配慮

を、採用後は仕事をしやすいような配慮をすること

等を定めています。 

例えば、視覚障害者に対しては、募集内容に

ついて音声等で提供すること、視覚・言語障害

者に対しては、面談を筆談により行うこと、肢体

不自由者に対しては、机の高さを調整すること

等作業を可能にする工夫を行うこと、知的障害

者に対しては、本人の習熟度に応じて業務量を

徐々に増やしていくこと、精神障害者に対しては、

出退勤時刻・休暇・休憩に関し通院・体調に配

慮すること等の配慮が会社に求められます。 

ただし、合理的配慮の提供義務は、事業活動

への影響の程度、費用・負担の程度、企業の規

模等を総合的に判断し、事業主に対して「過重

な負担」を及ぼすこととなる場合は除くとしていま

す。 

厚生労働省では、平成 28年 4月の施行に向け

て準備を進めており、企業としても動向を見守る

必要がありそうです。 

 

 

“過酷な職場”の正社員は 

どのような意識を持って働いている？ 

 

◆調査の概要 
独立行政法人労働政策研究・研修機構が全

国の 15～34 歳の正社員（回答数：約１万人）を

対象として行った、「正社員の労働負荷と職場の

現状に関する調査」の結果が公表されました。 

調査項目は、採用時の状況や賃金、残業、教

育訓練、目標管理、本人の満足度や今後の職

業生活等です。 

調査結果からは、精神的・肉体的な労働負荷

が過重となっている正社員が、どのような職場環

境で、どのような意識を持って働いているのかが

うかがえます。 

 

◆「大量離職大量採用」と 

「早期離職」にみられる特徴 

長時間労働等の問題がある会社の中でも、

問題が多い会社の正社員に多いのが「入社  3 

年未満で管理職に抜擢される人がいる」という

回答です。 

こうした会社では、「大量離職と大量採用が繰

り返される」、「精神的に不調になり辞める人が

多い」、「過大なノルマがある」等の傾向があり、

また、早期離職が多い職場ではそれぞれの項目
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で数値が多くなっています。 

現在、労働行政が厳しく対応していくとしてい

る「若者の使い捨て」に関するポイントが多くみら

れます。 

 

◆求人情報と実際の労働条件とのギャップ 

採用前に提示された求人情報と実際の労働

条件との間のギャップについての結果からは、

正社員の離職割合が高い会社や、大量離職と

大量採用が繰り返されている会社のほうが、「労

働時間の長さ」「休暇の取得しやすさ」「給与水

準」「手当や福利厚生の内容」「仕事の内容」に

関して、採用後のほうが「悪い」と感じていること

がわかります。 

 

◆残業と仕事への責任感 

正社員の離職割合が高いほど、「仕事への責

任感」「仕事や成果へのこだわり」が低下する傾

向にある一方、無駄な仕事や人員不足が長時

間の残業の一因となっているようです。 

社員が定着しない企業では、仕事の進め方

自体の見直しも必要なようです。 

 

◆労務問題の解決のために 

以上から、ハローワークによるブラック企業に

ついての求人拒否、労働基準監督署による長時

間労働等の問題のある会社への監督・指導の

強化等、今後、労働行政が厳しく対応していくと

している課題も多くみられる結果となっています

ので、会社の労務問題の解決のため、参考にし

てみてはいかがでしょうか。 

 

 

パート時給・新卒者初任給に関する 

調査結果にみる最近の賃金傾向 

 

◆賃上げの動きは中小企業にも？ 

昨年と今年の春闘では、政権の働きかけによ

り賃上げを実施する大手企業が相次ぎ、「官製

賃上げ」などの言葉が聞かれました。中小企業

においても人手不足解消等のため、賃上げに踏

み切るところがありました。 

2017 年 4 月からの消費税率 10％への引上

げが決定された今、中小企業における賃金の動

向が今後の景気を大きく左右するとして、注目さ

れています。 

そこで、2013 年度・2014 年度における三大

都市圏（首都圏・東海・関西）のパート募集時平

均時給と、2009 年～2014 年の企業規模別の

賃金の額に関する調査結果から、最近の中小

企業の賃金の動向を見てみましょう。 

 

◆パート募集時平均時給の推移 

株式会社リクルートジョブズが毎月公表してい

る調査結果によると、2014 年度の平均時給は

959.8 円で、2013 年度の 948.8 円よりも 10 円

以上上がっています。 

特に、年末年始の繁忙期には 2014 年 10 月

度：961円、11月度：999円、12月度：966円と、

3 カ月連続で平均を上回る金額となっていまし

た。 

厚生労働省が毎月公表している一般職業紹

介状況においても、パートの有効求人倍率が前

年を上回る傾向が続いており、時給額の上昇か

らは、「より良い条件を提示して人材を確保した

い」という企業の思惑が見てとれます。 

 

◆中小企業の賃金額の推移 

厚生労働省の賃金構造基本統計調査では、

毎年常用労働者 10 人以上の民営事業所を対

象に有効回答を得た企業の賃金の額をまとめて

います。 

企業規模別の男性の額を比較すると、中企業

（常用労働者数 100～999 人）では 2014 年：31

万 2,100円で、2013年：30万 9,400円を上回り

ますが、2009 年～2014 年の平均 31 万 4,160

円は下回っています。 

また、小企業（常用労働者数 10～99 人）では

2014 年：28 万 5,900 円で、2013 年：28 万円

5,700 円を若干上回り、2009 年～2014 年の平

均 28万 4,300 円を 1,600 円上回っています。 

上記を見る限りでは、中小企業全体に賃上げ

の動きがあると言うのは難しそうです。 

同調査の 2015 年分の結果は、7 月に調査が

行われた後、2016年 2月頃に公表される見通し

です。中行企業の正社員にも賃上げの動きが波
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及しているかは、その結果を見ることで確認でき

るでしょう。 

 

 

厚労省が介護職員の 

待遇改善加算金の使い道を厳格化 

 

◆職員の待遇改善を厳格監視 

4 月からの介護報酬改定に合わせて、介護職

員の待遇改善に使い道を絞って支給される加算

金について、厚生労働省は事業者が介護報酬

を請求する際の要件を厳しくするよう、都道府県

などに通知しました。 

加算を受ける前後の職員の賃金水準を報告

させるのが柱で、確実に給料アップにつなげる

狙いです。 

 

◆介護報酬は引下げ、 

職員の待遇改善は加算金で 

介護報酬の改定により、介護事業者が受け

取る介護報酬は全体として 2.27％引き下げられ

ました。 

一方で、低賃金で人手不足が深刻な介護職

員の待遇を改善するために、要件を満たせば月

1万 2,000円ほど給料アップできる額を加算金で

上積みすることとなりました。 

 

◆これまでは請求方法に「抜け穴」も 

加算を受ける事業者は、給料の改善計画と実

績を都道府県などに届け出る必要があります。 

基本給や賞与などから事業者が改善する項

目を選び、これまでは必要な加算額だけ記載し

ていましたが、この方法だと例えば基本給を増

額した分、賞与を減らすなどすれば、その職員

の給料の総額は変わらなくても、事業者は加算

を受けられてしまう仕組みになっていました。 

 

◆加算金の使い道を監視 

この「抜け穴」をふさぐため、4月以降に求める

報告では、賞与や手当を含めた総額の賃金水

準を、加算の前後で比較できるようにします。 

基本給を上げるとして加算金を請求したのに

総額の賃金水準が上がっていなければ、賞与な

どを下げたことがわかります。 

計画通りに実施されていない場合は事業者に

説明を求め、悪質な場合は加算金の返還を求

めます。 

 

◆2013 年度の不正請求は過去最多 

ちなみに、介護報酬の不正請求などで 2013

年度に処分を受けた事業所は、前年度（120 カ

所）の 1.8倍の 216 カ所で、2000 年に介護保険

制度が始まって以来、過去最多でした。 

内訳は、介護保険の指定取り消しが 107 カ所、

一定期間の事業停止処分が 109カ所です。介護

報酬の返還対象は 145カ所で、制裁的な加算金

を含む総額は約 12億 5,000 万円に上りました。 

 

 

「マタハラ」の判断基準が明確に！ 

厚生労働省が公表したＱ＆Ａ 

 

◆解釈通達における「契機について」とは？ 

厚生労働省は、マタハラに関する最高裁判決

（2014 年 10 月 23 日）を踏まえた解釈通達

（2015 年 1月 23 日）に関して、3月 30日に「妊

娠・出産 妊娠・出産 ・育児休業等を契機とする

不利益取扱いに係るＱ＆Ａ」を公表しました。 

このＱ＆Ａには３つの項目があり、妊娠・出

産・育休等の事由を「契機として」不利益的取扱

いがなされた場合は違法となることに関して、こ

の「契機」について焦点をあてたものです。 

 

◆広島中央保健生活協同組合事件 

この事件は、妊娠中の理学療法士が軽易な

業務への転換を希望したところ、人事異動により

降格とされ、育児休業後も元の役職に戻されな

かったため、これが妊娠を理由とした不利益取

扱いであり、男女雇用機会均等法に違反すると

して勤務先の病院に対して管理職手当の支払

いおよび損害賠償を求めた事案で、2014 年 10

月 23 日に最高裁が広島高裁に差戻しを命じた

ものです。 

この判決を受け、厚生労働省はいわゆる「マ
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タハラ」を防止するため、今年 1 月 23 日に全国

の労働局に通達（妊娠・出産、育児休業等を理

由とする不利益取扱いに関する解釈通達）を発

出し、企業に対する指導を厳格化するよう指示

しました。 

 

◆原則 1 年以内の不利益な取扱いは違法 

Ｑ＆Ａでは、原則として、妊娠・出産・育休等

の終了から 1年以内に不利益取扱いがなされた

場合は「違法」と判断するとしています。 

なお、1 年を超えていても、人事異動、人事考

課、雇止めについて、事由の終了後の最初のタ

イミングまでの間に不利益取扱いがなされた場

合も違法となります。 

 

◆不利益取扱いに当たらない「例外」 

不利益取扱いに当たらない例としては、例え

ば、（１）会社の業績悪化によりどうしても不利益

取扱いをしなければならず、不利益取扱いの回

避のための合理的な努力がなされた場合、（２）

本人の能力不足等について事由の発生前から

問題点を指摘・指導していた場合等が挙げられ

ます。 

また、有利な影響が不利な影響の内容を上

回り、一般的な労働者が合意するような合理的

な理由が客観的に存在する場合も例外と判断さ

れる可能性があります（労働者の同意、事業主

の説明が必要）。 

いずれにせよ、具体的な判断基準が示された

ことで、事業主は今後さらに注意して対応する必

要があります。 

 

 

5 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前

月以降に一括有期事業を開始している場合

＞［労働基準監督署］ 

    

6 月 1日 

○ 軽自動車税の納付［市区町村］ 

○ 自動車税の納付［都道府県］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出

［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日

＞［公共職業安定所］ 

 

 

当事務所よりひと言 

 

 新年度が始まって早１ヵ月ほど経過いたし

ました。本文でも紹介いたしましたが、労働

基準法改正案が４月３日今国会で提出され

ました。また労働者派遣法改正案は、３月１

３日に提出されています。 

 これらの法律案は可決される見込みとな

り、公布後に順次施行される予定です。 

一方平成２６年１１月２８日に公布され

た「有期雇用特別措置法」は、本年４月から

施行されております。実務的には労働契約法

第１８条に定める有期雇用契約者の無期転

換ルールの除外対象者を適法に除外する為

には、特例適用対象の高度専門職に関しては

「第１種計画認定申請書」を、６０歳超定年

後の継続雇用の高齢者に関しては「第２種計

画認定申請書」を、事業所管轄の都道府県労

働局長に提出して認定を受ける必要があり

ます。 

このように公布された法律は、その殆どが

１年以内に施行開始されています。事業所様

におかれましては、「まだ、先。」とは考えず、

労務管理に関する法律が公布した場合は、早

期に対応を検討することをお勧めします。 

（髙野 裕之） 


